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（
総
務
委
員
会
）

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号

（
衆
議
院
送
付
）

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業

務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
律
の
題
名
を
「
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人

の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う

）
と
す
る
。

。

二

法
律
の
目
的
に
つ
い
て
、
基
金
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

基
金
の
資
本
金
は
、
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
。

四

基
金
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
理
事
一
人
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五

基
金
に
運
営
委
員
会
を
置
く
こ
と
と
し
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。
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六

基
金
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

１

関
係
者
の
労
苦
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
し
、
及
び
展
示
す
る
こ
と
。

２

関
係
者
の
労
苦
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

３

関
係
者
の
労
苦
に
関
し
、
出
版
物
そ
の
他
の
記
録
を
作
成
し
、
及
び
頒
布
し
、
並
び
に
講
演
会
そ
の
他
の
催
し
を
実
施

し
、
及
び
援
助
し
、
並
び
に
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
。

４

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
関
係
者
の
労
苦
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
等
に
よ
り
関
係
者
に
対
し
慰

藉
の
念
を
示
す
事
業
を
行
う
こ
と
。

し
や

５

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

６

戦
後
強
制
抑
留
者
等
に
対
す
る
慰
労
の
事
務
及
び
審
査
等
の
事
務
を
行
う
こ
と
。

七

運
用
資
金
及
び
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
附
則
の
一
部
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

九

旧
基
金
の
解
散
等
及
び
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。


